
前　文
　日本美術教育学会は、すべての人
の基本的人権と尊厳に対して適切な
敬意を払い、これを侵さず、人間の自
由と幸福の追求の営みを尊重し、美
術教育学における研究および実践活
動、またそれらに関連する教育諸活
動に携わる。
　日本美術教育学会会員は、美術教
育学の専門家としての社会的自覚と
責任の下、研究・教育・実践活動等
に携わるなかで、その協力者となる
者に対して、個人のプライバシー、秘
密の保持、自己決定および自律性と
いう個人の権利を尊重し、特に、子供
の健全な発達とそのための教育活動
を損なわないよう十分に配慮する。
またこの実現は、会員個人の自律性
に依拠するものであるが、会員は相
互にこれに関心を払い、研究倫理に
かなわぬ行動を防ぐよう留意しなけ
ればならない。
　本学会は、上記の主旨に基づき、以
下の条項を定める。

第1条　人権の尊重
日本美術教育学会会員は、研究・教
育・実践活動等の実施および公表に
おいて、基本的人権につねに配慮し、
個人のプライバシーや社会的規範を
犯す行為をしてはならない。特に子
供の健全な発達を損なうことがあっ
てはならない。

第2条　研究実施のための配慮
研究・教育・実践活動等を行うとき、
研究協力者に対しその研究目的、研
究内容等を十分に説明する義務を負
う。但し、研究協力者が同意・了解
の判断が困難な場合には、研究協力
者を保護する立場にある者の判断と
同意を得ることが必要である。また、
研究のすべての過程において強制し
てはならないとともに、研究実施に
際しては、教育活動とりわけ子供に
及ぼす影響に対する配慮が必要であ
る。

第3条　情報管理の厳守
研究・教育・実践活動等によって得
られた情報については厳重に管理
し、実施時に同意を得た本来の目的
以外に使用してはならないと同時
に、同意を得た情報以外は利用して
はならない。

第4条　研究成果の公表に伴う責
任
研究・教育・実践活動等で得られた
成果を公表する場合には、それがも
たらす社会的、人道的、政治的意義に
十分配慮し、専門家としての責任を
自覚して行わなければならない。公
表に際しては、あらかじめ協力者の
同意を得なければならないと同時
に、了解なしに協力者が特定される
ことがないよう配慮する必要があ
る。研究のために用いた資料等につ

いては出典を明記し、また、共同研究
においては、共同研究者の権利と責
任に配慮する必要がある。

第5条　研鑽の義務
日本美術教育学会および会員は、そ
の学問的誠実性と自律的行動を促進
するため、本綱領の周知・理解と実
行へ向けた研鑽の機会を持たなけれ
ばならない。

第6条　倫理の遵守および抵触疑
義への対応
日本美術教育学会および会員は、本
倫理綱領を十分に理解し、その徹底
に努めなければならない。万一、本
倫理綱領に抵触する疑義が持たれる
事態が生起した場合には、本学会は
会員の研究活動の公正性を確保する
ため、日本美術教育学会委員会が倫
理問題調査委員会を設置しその事態
に対応する。
　

附　則
本倫理綱領は、平成25年9月1日か
ら施行する。

1　掲載内容
学会誌の掲載内容は以下のようにす
る。

（1）「研究論文」（査読・英文レジュ
メあり）

（2） 「実践報告」（査読なし）
（3）学術研究大会記録（講演、共同討
議、シンポジウム、研究発表概要な
ど）

（4） 「研究ノート」、「書評」、「書籍紹
介」、「巻頭言」、「随想」など

（5）その他

2　投稿条件
（1）投稿者は、共著も含め、全員が本
学会会員であること。

（2）「研究論文」は美術教育の発展に
期するものであり、未発表のものに
限る。

（3）投稿者は、最新の学会誌に添付
されている「投稿用紙」に必要事項を
記入し、「学会誌執筆に関する細則」
にもとづいた原稿を投稿すること。

（4）その他、投稿などに関する一般
的倫理に抵触しないこと。

3　掲載条件
学会誌に掲載する「研究論文」、「実践
報告」などは次のいずれかに該当し
ていることを原則とする。

（1）投稿された「研究論文」で、査読
の結果を受け掲載可能となった論文
であること。

（2）投稿された「実践報告」で掲載可
能と編集委員会が判断したもの。

（3）編集委員会の企画により依頼さ
れた「研究論文」及び「実践報告」、「研
究ノート」や「書評」など。

4　著作権
学会誌に掲載された研究論文などの
著作権、及び学会誌の出版権は本学
会が有する。

5　体裁及び執筆要項
学会誌の体裁は、A4版とし、詳細に
ついては、別に定める「学会誌執筆に
関する細則」による。

6　学会誌校正
筆者校正は、「研究論文」及び「実践報
告」のみ再校（二校）までとする。そ
れ以降は編集委員会にて行う。入稿
後の変更は原則として認めない。ま
た、文字の配列や図版などのレイア
ウトについては、編集委員会の判断
で変更する場合がある。

7　投稿提出物
（1）査読用「研究論文」および「実践
報告」原稿の場合
①投稿用紙
共同研究の場合も、「著者氏名（和
文）」及び「著者所属・職（和文）」欄
には、共著者も含め全員を記入する。
なお、先頭に書かれた者を筆頭（ファ
ースト・オーサー）とする。

「Authurʼs names」欄は、姓は全て大

文字、名は頭文字のみ大文字で、以下
は小文字で表記する。
例：鈴木弘→SUZUKI,Hiroshi

②「学会誌執筆に関する細則」に従っ
て作成された原稿を4部提出する。
写真や図表なども含め、複写（コピ
ー）でよい。

（2）採択あるいは掲載可となった場
合
①文字データ及び図・表・写真のデ
ータを保存した媒体（CD-R等）1部。
その媒体には、「論文題名」、「著者名」、

「文書を作成したソフト名及びバー
ジョン」を明記すること。写真など
の保存ファイル形式は（jpg．）形式と
する。②「学会誌執筆に関する細則」
に従って作成された原稿2部とオリ
ジナルの図・表・写真などを1部提
出する。この際に、図・表・写真も
必ずプリントアウトして送ること。

8　投稿締切日
（1）「研究論文」の投稿は、毎年9月1

日より受け付け、9月30日を締切日
とする（当日消印有効）。締切日を過
ぎたものは受理しない。

（2）「実践報告」及び他の原稿につい
ては、毎年9月1日より受け付け、10

月31日を締切日とする（当日消印有
効）。締切日を過ぎたものは受理し
ない。

9　学会誌発行日
学会誌は、毎年3月31日を発行日と
する。

10　投稿者学会誌送付
学会誌に掲載された「研究論文」及び

「実践報告」の投稿者には、学会誌を
2部贈呈する（共同執筆の場合は筆
頭著者にのみ）。

11　学会誌掲載料
「研究論文」は、掲載料として一編に
つき20,000円を納付する。期日ま
でに納付のない場合は掲載しない。

付　則　
この規程は平成16年4月1日より
施行する。
平成17年4月1日一部改正
平成20年4月1日一部改正
平成22年4月1日一部改正
平成24年4月1日一部改正 

平成25年4月1日一部改正 

平成26年4月1日一部改正
平成28年4月1日一部改正
令和4年4月1日一部改正

令和5（2023）年度より投稿先が変
更となります。

投稿先
〒422-8021
静岡市駿河区小鹿2丁目2-1
静岡県立大学短期大学部内
日本美術教育学会編集部
藤田雅也宛
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